令和８年度高齢者等「食」の自立支援事業委託（単価契約）　仕様書
１．業務内容
（１）概要
① 弁当の調理及び弁当容器への盛り付け
② 車両による弁当の利用者宅への配達（弁当空容器の回収）
③ 利用者への対面による声掛けと安否確認及び緊急時の連絡対応
④ 利用者への利用料金請求、宇佐市への実績報告並びに委託料の請求
⑤ 献立表や情報提供チラシ等の作成及び配布
⑥ 前各号に掲げるもののほか、宇佐市が特に必要があると認めた業務
（２）食事の調製
・管理栄養士、栄養士が作成した献立をもとに、食品衛生法に従い、弁当形式の食事を調製したもの。
・高齢者向けのものとして、食事嗜好、食べやすさ等に配慮したもの。
　　（例　軟らかめのご飯、魚や野菜を中心に肉や油物が多すぎない、低塩、薄めの味付け等）
　 ・主食、主菜、副菜のバランスが取れ、高齢者に必要な摂取エネルギーが考慮されたもの。
（３）配達日
　　週７回までの昼食又は夕食（１日１食）
（その他市長が認めた休みは、配食サービスを実施することを要しない。）
（４）履行場所
　　宇佐市内（安心院町、院内町を除く）
（５）配達時間
　　配達予定時間については、あらかじめ利用者に連絡すること。
（６）食事の受け渡し
①利用者への配達時
　　・配達中の温度管理等、食品衛生に配慮して配送し、事故が起こらないよう注意すること。
・原則として本人へ直接手渡し、声掛けと安否確認を行うこと。
　　・不在の場合の配達方法は利用者と取り決めておくこと。
　　・容器の回収は、次回の配達時に行うこと。
②安否確認と見守り体制
・受託者はあらかじめ利用者の緊急連絡先を把握すること。
　　・利用者の予期せぬ不在又は異常があった場合は、宇佐市に連絡し、その指示に従うこと。
　　・必要に応じて、緊急連絡先への連絡、救急車の要請等、迅速かつ適切に対処すること。
・異常等による緊急対応を要した利用者については、その経過、原因、対応結果を記録し速や
かに宇佐市に報告すること。
（７）利用者負担額
　　・市が負担する金額（別表1）を差し引いた、低所得者に配慮した金額とする。ただし、1食につき500円を上限とする。
・利用者負担額については、受託者が配達時に利用者から直接徴収を行う。ただし利用者との合意により、前金制や口座引き落とし等の方法を採ることを妨げない。

（８）委託料
別表1のとおりとする。
（９）利用の一時停止の取り扱い
　　・利用者から一時停止の申し出が配達の前日までにあった場合は、速やかに受託者との間で情報共
有を行うこと。
（１０）苦情及び事故
　　・苦情及び事故が生じた場合、速やかに宇佐市に報告すること。
・苦情及び事故の内容について記録を作成し、必要に応じて、宇佐市に苦情処理報告書及び事故報告書を提出すること。
　　・苦情及び事故の発生によりサービス提供が困難になった場合に備えて、代替手段、代行方法を整
えておくこと。
　　・万が一交通事故等を起こした場合は、人命救助を最優先し、救急、警察等へ速やかに通報すると
もに、宇佐市に連絡すること。

２．管理運営業務
（１）業務処理責任者の選任
受託者は、あらかじめ本業務に係る業務処理責任者を1人以上選任すること。
（２）業務処理責任者の職務
業務処理責任者の業務は、次のとおりとする。
・当該業務の責任者として、従事者に指揮、監督を行うこと。
・契約書、仕様書その他関係書類により、業務の目的、内容等を十分理解して業務を行うこと。
・業務従事者を教育し、安全かつ適切な業務を行うこと。
・利用者情報の管理
（３）業務の報告
受託者は、毎月の業務遂行状況の結果を記録としてまとめ、翌月１０日までに宇佐市に報告しなければならない。業務の報告内容については次のとおりとする。
・利用実人数、延べ配食数、利用者別配食数の集計表
・請求当月分の献立表
（４）利用者への情報提供
・１ヶ月間の1食当たりのカロリー及び栄養成分を明記した献立表を作成し、事前に利用者へ配布すること。
（５）再委託
ア　受託者は、契約書及び仕様書に定める事項に従って、適切に業務を遂行し、かつ、事業の質を確保することができる事業者に対し、この業務の一部を委託（以下「再委託」という。）することができる。
ただし、この場合、受託者は必ず管理運営に係る業務を行なうものとし、一部委託を行った業務の実施に係る責任は、受託者にあるものとする。
なお、再委託を行う場合は、遠隔地を除き、利用者間に地域格差が生じないような体制を確保することとする。
イ　受託者は、再委託を行う場合は、事前に宇佐市と協議し、一部を再委託できるものとする。
（６）損害賠償
　　　この業務に携わる者は、損害賠償保険に加入し、補償に備えること。
（７）請求及び支払
・委託料の請求及び支払は月締めとし、当月分の委託料請求書を、翌月１０日までに、本業務委託契約書の規定に従い、提出すること。
・宇佐市は、実績報告書及び請求書を精査後、当該請求書を受理した日から３０日以内に受託者に委託料を口座振込で支払うものとする。

３．留意事項
　・「民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて」（平成８年 ５月１３日老振第４６号
各都道府県知事・各指定都市市長宛厚生省老人保健 福祉局長通知）の内容を満たすこと。
　・当該業務に関係する法令、条例、規則等を遵守すること。
　・集団配食調理施設として衛生管理体制を確立し、検食の保存等の必要な措置を講じ、衛生管理を
徹底するとともに、保健所等の監督官庁からの指導を遵守し、食中毒等の防止に努めること。
・利用者の個人情報の保護に努めること。
　・安否確認においては、利用者の特性を理解し適切な対応に努めること。
（介護認定を受けている方、動作に時間がかかる又は困難な方、認知症の方、慢性的な病気を患って
いる方、入退院の多い方、物忘れがみられる方、難聴の方、精神不安定の方等）
　・普段の様子との違い、違和感の有無、変化を感じた場合等、些細なことでも必ず宇佐市に連絡する
こと。
・暴力団関係者（暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員をいう。）、暴力団（同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団員が経営を支配し、若しくは利用していると認められるもの）は本事業を受託することができない。
・市税及び消費税を滞納している者は本事業を受託することができない。
・本事業の予算について議会の議決が得られない時は本事業を中止するものとする。その際、準備に要した費用は賠償しないものとする。
・別表１について、消費税等の影響で金額の変更があることを了承するものとする。また、受託者が免税課税にかかわらず基準額は同一とする。

４．その他
この仕様書に明示されていない事項が発生した場合は、宇佐市と協議のうえ、対応するものとする。

５．質疑について
（１）当仕様書に質疑がある場合
　　この仕様書に質疑等がある場合は、令和8年1月16日午後5時までに質問内容を別紙「質疑・回答書」に記入のうえ、介護保険課に提出すること。
（２）質疑に対する回答について
　　上記（１）質疑書の提出があったときは、質疑に対する回答を宇佐市ホームページに掲載するとともに、介護保険課から令和8年1月23日午後5時までにFAXにて質問者に回答する。
令和　　年　　月　　日

質疑・回答書
	件　　　名
	令和8年度高齢者等「食」の自立支援事業委託（単価契約）
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	FAX番号

	
送　付　先

	宇佐市役所
　介護保険課
　　高齢者支援係
	送付先FAX番号
　　0978－32－2331
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	担　当　者
	介護保険課　高齢者支援係　　担当　菅本






別表１
	委託料
	配送費（人件費・燃料費等）
その他経費（減価償却費等）
	350円

	実費相当分
	食材料費・調理人件費
	500円まで
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